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北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセスおよび
東北東京間連系線に係る広域系統整備計画について

2021年1月19日
広域系統整備委員会事務局

第51回広域系統整備委員会
資料１

〇第51回広域系統整備委員会後、事務局にて以下を追記及び訂正
・東北東京間連系線増強の軽微変更内容についてコスト等検証小員会にて検証済みである旨追記（P.32）
・東北東京間連系線増強の工事費等の訂正（P.21、P.22、P.24、P.26、P.28、P.29、P.30）



2これまでの経緯

※ 広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(パブリック・コメント集約中）(42～45スライド参照)

◼ 北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセス（以下、新々北本増強という。）

➢ 第45回広域系統整備委員会において、北海道電力ネットワーク（以下、北海道NWという。）、東北電力
ネットワーク（以下、東北NWという。）から受領した実施案について、概略工事費、工期等の妥当性を確
認した。

◼ 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画（以下、東北東京間連系線増強という。）

➢ 工事着手後、一部の発電事業者から辞退の届け出があったが、第40回広域系統整備委員会において、
費用便益評価結果から現行規模のまま増強工事を継続することとした。

◼ 第48回広域系統整備委員会にて、国で検討している全国で費用を負担する仕組み（全国
調整スキーム）を踏まえ、新々北本増強および東北東京間連系線増強に要する費用の負担
割合の考え方を整理。

➢ 新々北本増強の工事費について、費用負担ガイドラインに準じて算定した既設設備更新による受益分、
土地代・借地権は当該エリアの一般送配電事業者負担とし、それらを除いた工事費を全国調整スキー
ムの対象とすることとした。

➢ 全国調整スキーム対象費用のうち、両端2社が負担する部分は設備所有（工事費の比率）に基づく
負担、９社が負担する部分はエリア需要電力量(kWh)の比率に基づく負担とした。

◼ 国の告示※にて、広域系統整備計画に対する費用負担の方法が示された。



3

新々北本増強 東北東京間連系線増強

※1 脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理にて整理された比率
※2 両端2社負担部分と9社負担部分は1:1とし、JEPXにおける値差収益の活用も検討

当該エリア負担

再エネ由来の効果
（54.1％ ※1 ）

両端２社負担

９社負担

当該エリア負担等

再エネ由来の効果
（67.5％ ※1 ）

両端２社負担
９社負担

その他電源
由来の効果※2

(45.9％ ※1)

その他電源
由来の効果※2

(32.5％ ※1)

全国調整スキーム 全国調整スキーム

～～ ～～

既設設備更新分等は、当該エリア
の一般送配電事業者負担
（全国調整スキームの対象外）

両端2社負担は、設備
所有に基づく負担

9社負担は、エリア需要電力量
(kWh)の比率に基づく負担

（参考）第48回広域系統整備委員会の論点イメージ



4本日ご議論いただきたい事項と報告事項

◼ 新々北本増強
１．増強の完了時期
２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】
３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】
４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

◼ 東北東京間連系線増強
５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】
６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】
７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】
８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】
９．事業実施主体の整理
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新々北本増強

１．増強の完了時期

２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

東北東京間連系線増強

５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】

９．事業実施主体の整理



6（参考）新々北本増強の工事概要



7１．新々北本増強の完了時期

◼ 第45回広域系統整備委員会にて、新々北本運転開始までの準備工程等を含めた工程６
年程度は妥当と判断した。

◼ 整備計画策定後、本整備計画の国への届出や交直変換設備の発注方法等に関するコスト
等検証委員会による審議が必要であり、準備工程着手までに一定期間を要することを踏まえ、
増強完了時期は2027年度末としたい。

◼ なお、上記の増強完了時期は、基本要件に適合している。

【送配電等業務指針】
（実施案及び事業実施主体の評価方法）
第４６条本機関は、次の各号に掲げる評価項目について、実施案及び事業実施主体の評価を行う。

一 公募要綱等への適合性必要な増強容量の確保、増強の完了時期、電力系統性能基準（第６１条に定める。以
下同じ。）の充足性、法令又は政省令への適合性等

二 経済性工事費、流通設備の維持・運用費用、送電損失等
三 系統の安定性電力系統の運用に関する柔軟性の向上、事故発生時のリスク等
四 対策の効果安定供給への寄与、電力取引の活性化、再生可能エネルギー電源の導入拡大等
五 事業実現性事業者の流通設備の建設（用地取得を含む。）に関する経験、用地取得のリスク、工事の難易度等
六 事業継続性事業者の財務的健全性、事業者の流通設備の維持・運用に関する経験、保守・運用の体制等
七 その他実施案の妥当性を評価するに当たって必要な事項

【北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 基本要件及び受益者の範囲】
 広域系統整備が必要となる時期

新北本運開後においても連系設備混雑により市場分断が発生している状況や、今後の再エネ導入による潮流想定などを
鑑みると、できるだけ早期の系統整備が望まれる。

＜参考＞
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 事業者

全体

交直変換設備

北斗変換所
今別変換所

北海道
NW

直流送電線

架空線・地中ｹｰﾌﾞﾙ
北斗変換所

～ 今別変換所

北海道
NW

交流送電線※１

275kV今別幹線
一部増強

東北
NW

調相設備

北斗変換所
STATCOM

北海道
NW

調査・用地対応・実施設計

施工（架空線）

施工（ケーブル）

試験

試験

実施設計
発注契約

施工(機器・電気) 試
験

設計・施工（土木・建築）

STATCOM 運開

施工（電線張替）

※１ 今別幹線に連系予定の電源の運開時期を踏まえた工程とする。 ※２ 北斗変換所を着工後、順次着工。

実施設計
発注契約

設計・施工（土木・建築）

施工（機器・電気）

交直変換装置 運開

試験

試験

直流送電線 運開

交流送電線 運開

約5年（着工～運開）

調査・用地対応・実施設計

着工※２

詳細設計・製作

準備工程

詳細設計・製作

[年度]

・
コ
ス
ト
等
検
証
小
委
員
会

・
広
域
系
統
整
備
計
画
の
届
出

等

試
験

１．新々北本増強の完了時期（工事工程）
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第45回広域系統整備委員会 資料3

（参考）新々北本増強の工程妥当性の評価結果



10（参考）新々北本増強の工事工程（実施案の提案内容）
第45回広域系統整備委員会 資料3
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新々北本増強

１．増強の完了時期

２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

東北東京間連系線増強

５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】

９．事業実施主体の整理
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◼ 国の審議会※1および国の告示による、広域系統整備計画の費用負担の概要は以下のとおり

① 再エネ由来の効果分については、系統設置交付金※2の対象

② 全国負担と整理された費用のうち、上記①を除く費用は、全国の託送料金にて負担。

なお、当費用の一部は、広域系統整備交付金※3の対象

③ 安定供給に資する分は、当該エリアの託送料金にて負担

＜地域間連系線等の増強費用の負担の考え方＞

2.価格低下
（安価な電力の広域流通）

便益（３Ｅ）

1. CO2削減

3. 安定供給
（停電率減少）

原則
全国で負担

各エリア負担

全国の託送料金

系統設置交付金

各エリアの託送料金

再エネ由来
の効果分

※1 脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会、持続可能な電力システム構築小委員会、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネット
ワーク小委員会

※2 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)第3条による改正後の再
生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第28条第1項に規定する系統設置交付金（令和4年4
月1日施行）

※3 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)第1条による改正後の電
気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の40第1項第5号の2に規定する広域系統整備交付金（令和3年4月1日施行）

（参考）広域系統整備計画の費用負担の考え方

当費用の一部は、広域系
統整備交付金の対象

その他電源由来
の効果
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全国調整スキーム対象費
系統設置交付金

両端２社負担
９社負担

広域系統
整備交付金

両端２社負担

９社負担

系統設置交付金

両端２社負担
９社負担

広域系統
整備交付金

工
事
費

運
転
維
持
費

当該エリア
負担

当該エリア
負担

• 減価償却費、
• 固定資産除却費

• 修繕費
• 公租公課(固定資産税、事業税)

• その他経費(補償費、賃借料、共有設
備費等分担額)

• 事業報酬
• 追加事業報酬
• 人件費
• 公租公課(電源開発促進税、雑税など)
• その他経費(消耗品費、委託費など)

再エネ由来
の効果分

その他電源
由来の効果

再エネ由来
の効果分

その他電源
由来の効果

全国調整スキーム対象費

◼ 告示にて、広域系統整備計画で届出る費用の概算額は、工事費に運転維持費を加えて算定
することと示された。

◼ 国の審議会および告示を踏まえた工事費、運転維持費の費用負担の割合イメージは以下のと
おり。

✓ 系統設置交付金および広域系統整備交付金は、全国調整スキーム部分に限定

✓ 当該エリアの負担を除く、上記以外の費用は、両端２社と９社とで１：１で負担

（参考）広域系統整備計画の費用負担の考え方



14
２．新々北本増強

工事費の費用負担割合の考え方
報告

＜特定会社負担(両端2社負担)＞
北海道 東北

負担割合案(設備所有率※4) 99.7% 0.3%

設備所有に基づく負担

エリア需要電力量(kWh)の比率に基づく負担

上記以外
(その他電源由来の効果)

◼ 新々北本が2027年度末に運開した場合、工事費の総額（耐用年数期間内に毎年度かかる費用の総
額）は479億円であり、費用負担割合を整理すると以下のとおり。

◼ なお、その他電源由来の効果分の費用の一部は、広域系統整備交付金※の対象となる。
※広域系統整備交付金は、その他電源由来の効果分の費用に対し、国が定める比率を乗じた額（国が定める比率については、マスタープラン

策定の進捗に合わせて、交付の対象となる費用をある程度見通すことができたところで設定）

再エネ寄与率
（再エネ由来の効果）

479億円※1

系統設置交付金

特定会社負担(両端２社負担)※2

９社負担※2

広域系統整備
交付金

全国調整スキーム対象費 455億円 24億円

（54.1%）

（45.9％）

＜9社負担（試算）＞※5

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

需要電力量[億kWh] 310 803 2,788 1,321 287 1,409 603 263 865

負担割合案 3.6% 9.3% 32.2% 15.3% 3.3% 16.3% 7.0% 3.0% 10.0%

※1 新々北本の費用負担額(消費税等相当額を除く)＝新々北本新設に要する工事費(464億円)＋除却損(0.2億円)+共通設備(14億円)＝479億円
※2 特定会社負担（両端2社負担）部分と9社負担部分は1:1
※3 受益が認められる北海道NWと東北NWの負担（今別幹線一部電線張替等の更新受益および土地・借地権に関する費用）
※4 全国調整スキームの対象となる工事費における両端2社の工事費の比率より算定
※5 エリア需要電力量（設備運用開始年度の供給計画に記載の運用開始以降から最終年度までの供給区域需要(地域別需要電力量)の平均値）の比率

で算定（広域系統整備計画策定時においては、2020年度供給計画の最終年度から前3か年の平均にて試算(送電端) ）

当該特定者
負担※3

(更新受益等)
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新々北本増強

１．増強の完了時期

２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

東北東京間連系線増強

５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】

９．事業実施主体の整理
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3. 新々北本増強
(1)運転維持費の算定

◼ 広域系統整備計画の策定時点において、運転維持費の各費用（修繕費、その他経費等）
を個別に算定することは困難である。

◼ そのため、運転維持費は設備分類毎に工事費に年経費率と耐用年数を乗じることにより算定
する。

年経費率※1 耐用年数※2

変電 4.9% 22

架空送電 3.8% 36

地中送電 3.8% 25

※1 費用便益評価に採用した年経費率に準じて、各設備所管部門の営業費用から工事費に関する費用（減価償却費及び固定資産除却費）
を差し引くことにより算出し、事業報酬および追加事業報酬、一般管理費相当も考慮

※2 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）別表第1又は別表第２に掲げる耐用年数
※3 国の告示「広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件」（パブリック・コメント集約中）、

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

＜年経費率と耐用年数＞ ＜運転維持費の項目※3＞

項目

運転
維持費

修繕費

公租公課（固定資産税、事業税）

その他経費
（補償費、賃借料、共有設備費等分担額）

事業報酬

追加事業報酬

人件費

公租公課（電源開発促進税、雑税など）

その他経費
（消耗品費、委託費、損害保険料など）

全国調整
スキーム
対象費

報告
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3.新々北本増強
(2)運転維持費の費用負担割合の考え方

◼ 新々北本増強に係る耐用年数期間内の運転維持費総額は約535億円（約24億円/年※１）となる。

◼ 国の告示を踏まえた、運転維持費の費用負担の考え方
① 工事費における当該特定者(北海道NW、東北NW) の負担分の運転維持費については、当該特定者の負担とする。

② 運転維持費の全国調整スキームの対象費※2に再エネ寄与率を乗じた費用については、系統設置交付金の交付の対
象とする。

③ 全国調整スキーム対象費から②を除く費用については、広域系統整備交付金の交付の対象、9社負担※3及び特定会
社負担(両端2社負担)※3とする。

④ 運転維持費から①～③を除いた費用については、9社負担※3と特定会社負担(両端2社負担)※3とする。

②再エネ寄与率
(再エネ由来の効果)

➂上記以外
(その他電源由来の効果)

全国調整スキーム対象費 150億円※2

系統設置交付金

特定会社負担(両端２社負担)※3

９社負担※3

広域系統整備
交付金

24億円

※1 運転維持費の総額を変電の耐用年数22年で除した値
※2 運転維持費の全国調整スキーム対象費は、修繕費、補償費、賃借料、共有設備費等分担額、固定資産税、事業税。事業税については、工

事費と運転維持費の系統設置交付金の合計および工事費と運転維持費の広域系統整備交付金の合計にそれぞれ所定の割合を乗じた額を
別途算定のうえ別途加算。

※3 特定会社負担(両端2社負担)部分と9社負担部分は1:1。両端2社負担の割合および９社負担の割合は、工事費における当該割合と同じ。

④ （①、②、③以外）

361億円

特定会社負担（両端２社負担）※3

９社負担※3

535億円

報告

①当該特定者
負担
(北海道NW、
東北NW負担)

事業報酬、追加事業報酬、
人件費、公租公課（電源
開発促進税など）、その他
経費（消耗品費など）

全国調整スキーム対象費

修繕費、公租公課(固定資
産税、事業税)、その他経
費(補償費、賃借料など)

(54.1%)

(45.9%)
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新々北本増強

１．増強の完了時期

２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

東北東京間連系線増強

５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】

９．事業実施主体の整理
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(広域系統整備交付金)(系統設置交付金)

第６回 持続可能な電力システム構築小委員会 資料１ （一部追記）

4.新々北本増強
耐用年数以降の運転維持費等の考え方

全国調整スキーム対象費

※建設当初の目的を逸脱しない、当該設備の
機能維持のみを目的とした増改良に限る

◼ 国の審議会の整理を踏まえ、「耐用年数経過以降の運転維持費」及び「耐用年数の期間内に
軽微な設備の増改良等を行った場合の追加的な費用」については、9社と特定会社(両端2社)
の費用負担（全国託送方式）とする。

◼ なお、東北東京間連系線増強における当該費用の扱いについても同様とする。

減価償却費、固定資産除却費

修繕費、公租公課（固定資産税、事業税）、その他
経費（補償費、賃借料など）

事業報酬、追加事業報酬、人件費、公租公課（電
源開発促進税など）、その他経費（消耗品費など）

報告
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新々北本増強

１．増強の完了時期

２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

東北東京間連系線増強

５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】

９．事業実施主体の整理
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◼ 工事概要

◼ 工事費の概算額 ： 1,533億円（除却損3億円を追加計上）

◼ 増強の完了時期 ： 2027年11月※

※2017年4月から工事着手。
工事着手から本広域系統整備の運転開始までの

所要工期は10年8か月

◼ 事業実施主体 ： 東北NW

送電線

➢ 500kV送電線新設
⚫ 新設開閉所～相馬双葉幹線№56鉄塔

2回線、亘長62km
⚫ 宮城中央変電所～新設開閉所

2回線、亘長81km
⚫ 相馬双葉幹線№54鉄塔～福島幹線山線№10鉄塔

2回線、亘長15km
➢ 新設開閉所への既設500kV送電線引込
⚫ 常磐幹線 4回線、新地火力線 2回線

開閉所
➢ 500kV開閉所新設
⚫ 常磐幹線新地火力線分岐周辺

500kV送電線引出10回線

送電線
引出

➢ 500kV送電線引出
⚫ 宮城中央変電所 2回線

その他
設備

調相設備整備、給電システム改修、
系統安定化システム整備

○概略ルート

①

②

③

④

⑤

⑥

発電所

変電所

開閉所

500kV送電線

275kV送電線

黒：既設

青：対策箇所（区間１）

緑：対策箇所（区間２）

（参考）東北東京間連系線増強の概要（工事概要、工事費等）

①

②

③

④

区間２

区間1

⑤

常磐幹線南側

相馬双葉幹線

⑥

宮城(変)

宮城中央(変)

西仙台(変)

常磐幹線北側
（仮）広域連系北幹線

（仮）広域連系開閉所

（仮）広域連系南幹線

相馬双葉幹線接続変更

新福島（変）

南いわき（開）

川内線
福島幹線山線

南相馬（変）

新いわき（開）



225．東北東京間連系線増強の費用負担割合

◼ 国の告示に示された、東北東京間連系線増強における、区間１（下図Ⓐ）および区間２の
費用（下図Ⓑ）の負担割合の考え方について報告する。

区間1

供給信頼
度向上

74億円

区間2

間接オークション利用分他

354億円

応募電源
の利用他

62億円

出力抑制の

回避

87億円

停電
の回避
18億円

設備

更新他

52億円

広範囲の裨益（地内基幹系統）

853億円

＜費用負担割合の見直し範囲イメージ＞

※１ 辞退者の負担充当分（32億円、工事費負担金の10%相当額）

※1

1,533億円（除却損を含む）

Ⓐ Ⓑ



23（参考）以前の東北東京間連系線の費用負担の考え方

第40回広域系統整備委員会 資料3



245．東北東京間連系線増強の費用負担割合
区間１の工事費の負担割合

設備所有に基づく負担

エリア需要電力量(kWh)の比率に基づく負担

上記以外
(その他電源由来の効果)

（32.5％）

再エネ寄与率
(再エネ由来の効果)

（67.5%）

区間１ 606億円（除却損を含む）

当該特定者負担※2

(更新受益等)

系統設置交付金

特定会社負担(両端２社負担)※1

９社負担※1

広域系統整備
交付金

全国調整スキーム対象費 354億円 252億円

◼ 国の告示を踏まえた、区間１における負担割合は、第48回広域系統整備委員会の報告から
変わらない。

※1 特定会社負担（両端2社負担）部分と9社負担部分は1:1
※2 受益が認められる東北NW、東京電力パワーグリッド（以下、東京PGという。）、応募者、辞退者の負担。
※3 全国調整スキームの対象となる工事費における両端2社の工事費の比率より算定
※4 エリア需要電力量（設備運用開始年度の供給計画に記載の運用開始以降から最終年度までの供給区域需要(地域別需要電力量)の平

均値）の比率で算定（広域系統整備計画策定時においては、2020年度供給計画の最終年度から前3か年の平均にて試算(送電端) ）

＜特定会社負担(両端2社負担)＞

東北 東京

負担割合案(設備所有率)※3 99.5% 0.5%

＜9社負担（試算）＞ ※4

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

需要電力量 [億kWh] 310 803 2,788 1,321 287 1,409 603 263 865

負担割合案 3.6% 9.3% 32.2% 15.3% 3.3% 16.3% 7.0% 3.0% 10.0%

報告
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新々北本増強

１．増強の完了時期

２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

東北東京間連系線増強

５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】

９．事業実施主体の整理
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◼ 国の告示にて、東北東京間連系線の増強に伴って一体的に発生する地内系統（区間２）の
増強についても全国調整スキームの適用の対象であることが示された。

➢ 区間２の全国調整スキームの対象費は、区間１の整理に沿った割合を適用

6．東北東京間連系線増強の費用負担割合
区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方

区間1
供給信頼
度向上

74億円

区間2

間接オークション利用分他

354億円

応募電源
の利用他

62億円

出力抑制の

回避

87億円

停電
の回避
18億円

設備

更新他

52億円

広範囲の裨益（地内基幹系統）

853億円
※1

区間１の工事費 606億円

区間１における割合 41.5％

全国調整スキーム対象費 499億円 354億円

41.5％58.5％（区間１における全国調整スキームの割合）

上記以外
（その他電源由来の効果）

(32.5％)

再エネ寄与率
（再エネ由来の効果）

(67.5％)
系統設置交付金

東北NW負担

広域系統整備交付金 東北NW負担

区間１における割合 58.5％
（全国調整スキーム対象）

区間２ 853億円（除却損含む）

※１ 辞退者の負担充当分（32億円、工事費負担金の10%相当額）

区間２の全国調整スキームの対象費は、区間２の工事費（853億円）に、区間１に
おける全国調整スキーム対象の割合58.5％を乗じた499億円とする。

報告
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新々北本増強

１．増強の完了時期

２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

東北東京間連系線増強

５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】

９．事業実施主体の整理
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7．東北東京間連系線増強

運転維持費の算定と費用負担割合の考え方（区間１）

◼国の告示を踏まえた、区間１の運転維持費の費用負担の考え方

① 区間１の工事費における当該特定者(東北NW、東京PG、応募者、辞退者)の負担分の運転維持費については、東北
NWと東京PGの負担とする。

② 区間１の運転維持費のうち全国調整スキームの対象費※1に再エネ寄与率を乗じた費用については、系統設置交付金の
交付の対象とする。

③ 区間１の全国調整スキーム対象費から②を除く費用については、広域系統整備交付金の交付の対象、9社負担※2及
び特定会社負担(両端2社負担)※2とする。

④ 区間１の運転維持費から①～③を除いた費用については、9社負担※2及び特定会社負担(両端2社負担)※2とする。

※1 運転維持費の全国調整スキーム対象は、修繕費、補償費、賃借料、共有設備費等分担額、固定資産税、事業税。なお、事業税については、
工事費と運転維持費の系統設置交付金の合計および工事費と運転維持費の広域系統整備交付金の合計にそれぞれ所定の割合を乗じた
額を別途算定のうえ別途加算。

※2 特定会社負担(両端2社負担)部分と9社負担部分は1:1。両端2社の負担割合および９社負担の割合は、工事費における当該割合と同じ。

②再エネ寄与率
(再エネ由来の効果)

➂上記以外
(その他電源由来の効果)

全国調整スキーム対象費 126億円※1 339億円

④ （①、②、③以外）

356億円

①
当該特定者負担

（東北NW、東京PG負担）

系統設置交付金

特定会社負担(両端２社負担)※２

９社負担※2
広域系統整備

交付金

特定会社負担(両端２社負担)※2

９社負担※2

区間１ 821億円

報告

(67.5%)

(32.5%)

事業報酬、追加事業報酬、
人件費、公租公課（電源
開発促進税など）、その他
経費（消耗品費など）

全国調整スキーム対象費

修繕費、公租公課(固定資
産税、事業税)、その他経
費(補償費、賃借料など)
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7．東北東京間連系線増強

運転維持費の算定と費用負担割合の考え方（区間２とその他(供給信頼度向上)）

◼国の告示を踏まえた、区間２の運転維持費の費用負担の考え方
⑤ 区間２の運転維持費のうち全国調整スキーム対象費※に再エネ寄与率を乗じた費用については、系統

設置交付金の交付の対象とする。
⑥ 区間２の全国調整スキームの対象費から⑤を除く費用については、広域系統整備交付金の交付の対象、

東北NWの負担とする。
⑦ 区間２の運転維持費から⑤と⑥を除いた費用については、東北NWの負担とする。

◼その他(供給信頼度向上)の運転維持費については、東北NW及び東京PGの負担とする。

※ 運転維持費の全国調整スキーム対象費は、修繕費、補償費、賃借料、共有設備費等分担額、固定資産税、事業税。なお、事業税について
は、工事費と運転維持費の系統設置交付金の合計および工事費と運転維持費の広域系統整備交付金の合計にそれぞれ所定の割合を乗じ
た額を別途算定のうえ別途加算。

その他
(供給信頼度向上)

東北NW、
東京PG
負担

79億円

⑤再エネ寄与率
(再エネ由来の効果)

⑥上記以外
(その他電源由来の効果)

全国調整スキーム対象費
175億円※

系統設置交付金

東北ＮＷ負担
広域系統整
備交付金

区間２ 1,107億円

東北NW
負担

⑦

932億円

報告

事業報酬、追加事業報酬、
人件費、公租公課（電源
開発促進税など）、その他
経費（消耗品費など）

全国調整スキーム対象費

修繕費、公租公課(固定資
産税、事業税)、その他経
費(補償費、賃借料など)

(67.5%)

(32.5%)
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7．東北東京間連系線増強

費用負担割合の考え方のまとめ

↑ 辞退者の負担充当分(32億円、

工事費負担金の10%相当額)

当該特定者の負担
（辞退者、応募者、東北NW、

東京PG負担）

系統設置交付金

特定会社負担

９社負担

広域系統整備
交付金

特定会社負担
９社負担

系統設置交付金

特定会社負担
９社負担

広域系統整備
交付金

系統設置交付金

広域系統整備
交付金

東北NW
負担

東北NW
負担

東北NW負担

系統設置交付金

広域系統整備
交付金

東北
NW、
東京
PG
負担

東北NW負担当該特定者の負担
（東北NW、東京PG負担）

東北
NW、
東京
PG
負担

◼ 東北東京間連系線増強に係る耐用年数期間内の運転維持費総額は約2,006億円
（約56億円/年※）となる。

◼ これまでの広域系統整備委員会の整理及び告示を踏まえた工事費、運転維持費の費用負担
の割合イメージは以下のとおりとなる。

区間1
供給信
頼度向

上

74億円

区間2

間接オークション利用分他

354億円

応募電
源の利
用他

62億円

出力抑
制の
回避

87億円

停電
の回避
18億円

設備
更新他
52億円

広範囲の裨益（地内基幹系統）

853億円

東北NW
負担

告示を踏まえ整理
【工事費】（1,533億円）

【運転維持費】（2,006億円）

【工事費】

修繕費など

事業報酬など

減価償却費、
固定資産除
却費（除却
費、除却損）

全国調整
スキーム
対象費

※運転維持費の総額を架空送電の耐用年数36年で除した値
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新々北本増強

１．増強の完了時期

２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

東北東京間連系線増強

５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】

９．事業実施主体の整理
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8．東北東京間連系線増強

送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更）

◼ 東北東京間連系線増強の調査・測量の進展により送電線の亘長を見直し

◼ 電力機器の仕様統一の動向を踏まえ、電線種の見直し（ACSR→ACSR/AC※）

※従来仕様に比べ耐腐⾷向上が得られる電線種に見直し

工事件名 実施案 今回案

①（仮）広域連系南幹線新設 電線種 SBTACSR 780ｍｍ2×4導体

亘長 62km

鉄塔基数137基

電線種 SBTACSR/AC 740ｍｍ2×4導体

亘長 63.5km(+1.5km)

鉄塔基数146基（+9基)

②（仮）広域連系北幹線新設 電線種 SBTACSR 530ｍｍ2×4導体

亘長 81km

鉄塔基数187基

電線種 SBTACSR/AC 500ｍｍ2×4導体

亘長 79.0km(△2.0km)

鉄塔基数180基（△7基)

③相馬双葉幹線接続変更 電線種 SBTACSR 780ｍｍ2×4導体

亘長 15km

鉄塔基数34基

（除却亘長0.9km，鉄塔基数1基）

電線種 SBTACSR/AC 740ｍｍ2×4導体

亘長 15.8km(+0.8km)

鉄塔基数35基（+1基）

（除却同左）

④（仮）広域連系開閉所への
500kV送電線引込

電線種 SBTACSR 530ｍｍ2×4導体

亘長 2.2ｋｍ

鉄塔基数6基

（除却亘長1.8km，鉄塔基数5基）

電線種 SBTACSR/AC 500ｍｍ2×4導体

亘長 2.0km(△0.2km)

鉄塔基数6基

（除却同左）

報告

本軽微変更については、第11回コスト等検証小委員会にて検証済み
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新々北本増強

１．増強の完了時期

２．工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

３．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

４．耐用年数以降の運転維持費等の考え方 【報告】

東北東京間連系線増強

５．区間１に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

６．区間２に係る工事費の費用負担割合の考え方 【報告】

７．運転維持費の算定と費用負担割合の考え方 【報告】

８．送電線亘長・電線種の見直し（軽微変更） 【報告】

９．事業実施主体の整理
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9．東北東京間連系線増強

事業実施主体の整理

◼ 東北東京間連系線増強は東北NWが事業実施主体として実施案を作成し、東京PGが実施
する工事については 「他者設備への影響」として確認し、東北NWの実施案※に含めている。

◼ 東京PGが実施する工事規模は小さいものの、工事自体は協同して進めており、実態としては東
京PGも東北東京間連系線増強に係る設備の建設、維持及び運用を実施する事業者である。

◼ 一方、国の告示で示された全国調整スキームの対象設備には、「他者設備の影響」として評価
した東京PG実施分が含まれるが、事業実施主体ではない東京PGは費用回収できない。

＜全国調整スキーム対象となる東京PGが実施する工事＞

➢ 送電関係：相馬双葉幹線接続変更に伴う福島幹線山線鉄塔建替

➢ 保護リレー関係：相馬双葉幹線接続変更に伴う新福島変電所他リレー更新

➢ 通信関係：送電線保護用通信回線整備他

◼ そのため、制度化された全国調整スキームのもと、工事実施会社が適切に費用回収するために
は、事業実施主体として明記した広域系統整備計画を国に届出る必要がある。

◼ 東京PGは東北東京間連系線に係る広域系統整備計画の設備の建設、維持及び運用を実
施する事業者であり、実態として事業実施主体であることから、制度と実態の整合を図り、今般
見直し策定のうえ届出る広域系統整備計画の事業実施主体として東京PGを明記（追加記
載）することとしたい。

※第14回広域系統整備委員会にて評価済み
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箇所 工事概要

送電線

➢500kV送電線新設
⚫ 新設開閉所～相馬双葉幹線№56鉄塔【（仮称）広域連系南幹

線】・・・①
2回線、亘長64km、線種：SBTACSR740mm24導体

⚫ 宮城中央変電所～新設開閉所【（仮称）広域連系北幹線】・・・②
2回線、亘長79km、線種：SBTACSR500mm24導体

⚫ 相馬双葉幹線№54鉄塔～福島幹線山線№10鉄塔・・・③
2回線、亘長16km、線種：SBTACSR740mm24導体

➢新設開閉所への既設500kV送電線引込・・・④
⚫ 常磐幹線 4回線
⚫ 新地火力線 2回線

開閉所

➢500kV開閉所新設【（仮称）広域連系開閉所】・・・⑤
⚫ 常磐幹線新地火力線分岐周辺

500kV送電線引出10回線

送電線
引出

➢500kV送電線引出・・・⑥
⚫ 宮城中央変電所 2回線

その他
設備

➢調相設備整備
➢給電システム改修（東京PGを含む）
➢系統安定化システム整備

【区間１① 東京PG工事】
・南いわき開閉所PCMリレー取替（２回線×２系列）
・通信関係工事

【区間１③ 東京PG工事】
・福島幹線山線№10鉄塔建替
・新福島PCMリレー取替（２回線×２系列）
・新いわきPCMリレー取替（２回線×２系列）
・通信関係工事

（参考）全国調整スキーム対象の東京PG分の工事

東京PG
南いわき（開）

①

②

③

④

区間２

区間1

⑤

常磐幹線南側

⑥

宮城(変)

宮城中央(変)

西仙台(変)

常磐幹線北側
（仮）広域連系北幹線

（仮）広域連系開閉所

（仮）広域連系南幹線
相馬双葉幹線接続変更

東京PG
新福島（変）

東京PG
川内線

東京PG
福島幹線山線

南相馬（変）

東京PG
新いわき（開）

新庄(変)

西山形(変)

越後
開閉所

青葉幹線



36１０．今後の予定

◼ 今後、北海道本州間連系設備の広域系統整備計画の策定および東北東京間連系線の
広域系統整備計画の見直し策定に向け、今回お示しした考え方に基づく費用負担割合の
案の費用負担者へ同意確認等を行う。

1月 2月 3月 4月 5月 6月

広域系統整備
委員会

評議員会

理事会

費用負担割合案
負担事業者への
確認

国

○ 1/19
（第51回（今回））
費用負担割合（案）等

◎ 2/4

☆ 2/10頃

○ 3/22
（第52回）

☆ 広域系統整備計画
策定、届出

広域系統整備計画（案）

◇

電気事業法改正に伴う
業務規程の変更認可

届出



37（参考）以前の新々北本増強の費用負担割合の整理
第48回広域系統整備委員会 資料4

◼ 以上の考え方に基づき、 新々北本が2026年度に運開した場合における、「その他電源由来
の効果」部分の両端２社負担および９社負担の割合を整理すると以下のとおりとなる。

再エネ由来の効果
（54.1%）

両端２社負担

９社負担

＜両端2社負担＞

北海道 東北

負担割合案(設備所有率※4) 99.7% 0.3%

＜9社負担（仮）＞
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

需要電力量(億kWh)※5 310 803 2,788 1,321 287 1,409 603 263 865

負担割合案 3.6% 9.3% 32.2% 15.3% 3.3% 16.3% 7.0% 3.0% 10.0%

設備所有に基づく負担

エリア需要電力量（kWh)
の比率に基づく負担

その他電源由来の効果※3

(45.9％)

※1 新々北本の費用負担額(消費税等相当額を除く)＝新々北本新設に要する工事費 ＋ 共通設備 ＝ 約480億円
（464億円） (20億円:2026年度運開とした場合の簿価は、約16億円)

※2 今別幹線一部電線張替等の更新受益24億円および土地・借地権に関する費用0.1億円未満
※3 両端2社負担部分と9社負担部分は1:1とし、JEPXにおける値差収益の活用も検討
※4 全国調整スキームの対象となる工事費における両端2社の工事費の比率より算定
※5 2020年度供給計画の最終年度から前3ヵ年の平均にて試算（送電端）

456億円

24億円
更新受益等※2

(当該エリアの一般送配電事業者の負担)

約480億円※1
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第48回広域系統整備委員会 資料4

（参考）以前の東北東京間連系線増強の費用負担割合の整理
（間接オークション利用分他に係る費用の負担割合）

※1 両端2社負担部分と9社負担部分は1:1とし、JEPXにおける値差収益の活用も検討
※2 全国調整スキームの対象となる工事費における両端2社の工事費の比率より算定
※3 2020年度供給計画の最終年度から前3ヵ年の平均にて試算（送電端）

◼ 東北東京間連系線増強においても、新々北本増強と同様の考え方により、 ９社負担部分に
ついてはエリア需要電力量（kWh）の比率に基づく負担とし、送電側エリアとなる東北NW
が設備の大宗を建設・所有することを踏まえ、両端2社が初期負担する部分は設備所有に基
づく負担としてはどうか。

＜両端2社負担＞

東北 東京

負担割合案(設備所有率)※2 99.5% 0.5%

＜9社負担（仮）＞

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

需要電力量(億kWh)※3 310 803 2,788 1,321 287 1,409 603 263 865

負担割合案 3.6% 9.3% 32.2% 15.3% 3.3% 16.3% 7.0% 3.0% 10.0%

354億円

その他電源由来の効果※1

(32.5％)

再エネ由来の効果
（67.5%）

両端２社負担
９社負担

当該エリア負担等

設備所有に基づく負担

エリア需要電力量(kWh)
の比率に基づく負担

～～ ～～



39（参考）系統設置交付金と広域系統整備交付金の対象費用

第６回 持続可能な電力システム構築小委員会 資料１



40（参考）広域系統整備交付金の交付額決定の考え方

第６回 持続可能な電力システム構築小委員会 資料１



41（参考）告示の用語

用語 意味

全国調整スキーム

ネットワーク整備費用を全国で負担する仕組み。①系統設置交付金（再エネ特措法上の賦課
金方式）、②９社負担・両端２社負担（全国託送方式）、③広域系統整備交付金（卸電
力取引所の値差収益の活用）の３つで構成される。

当該特定の者から
回収する方法

広域系統整備計画に定める整備又は更新をしようとする電気工作物のうち、整備し、又は更新
することにより特定の者が利益を受けるものに係る費用であり、かつ当該特定の者が当該電気工
作物の整備又は更新に要する費用を負担することが合理的であると認められるものに対する負担
方法のこと。

系統設置交付金
再エネの導入に伴い見込まれる社会的便益（電力価格低下及びCO2削減効果）に対応した
負担について、再エネ特措法上の賦課金方式を活用する交付金のこと。

広域系統整備交付金

卸電力取引所の値差収益※を原資とし、電力ネットワークの整備費用に充てるため、電力広域機
関を通じて事業実施主体に交付される交付金のこと。
※一般送配電事業者の供給区域をつなぐ地域間連系線の容量制約により、卸電力取引所の

取引において地域間の約定価格に差異が生じた際（＝市場分断）、取引所に発生する収
益のこと。

特定会社負担

全国調整スキームの対象となる電気工作物を維持し、及び運用することにより一般送配電事業
者が受けると見込まれる利益の程度に応じて費用を負担する方法その他合理的な方法により一
般送配電事業者がそれぞれ費用を負担すること。

９社負担
沖縄電力株式会社以外の全ての一般送配電事業者の供給区域における需要に応じて当該一
般送配電事業者がそれぞれ費用を負担すること。
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〇経済産業省告示第 号
広域的運営推進機関に関する省令（平成二十六年経済産業省令第三十六号）第十七条第三項の規定に基づき、経
済産業大臣が定める費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を次のように定める
令和 年 月 日 経済産業大臣 名

広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件
（用語の定義）
第一条 この告示において使用する用語は、電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。）、電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号。）、電気事業法施行
規則（平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。）、広域的運営推進機関に関する省令（平成二十
六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。）及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則
（平成二十八年経済産業省令第二十二号）において使用する用語の例による。

２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「全国調整スキーム」とは、第二条に規定する電気工作物を整備し、又は更新することにより、電気の安定供給の確保、

経済性及び環境への適合に係る便益を得られることが見込まれる当該電気工作物の整備又は更新に関する費用であっ
て、次に掲げる費用項目を電気の使用者全体で負担する仕組みをいう。
イ 修繕費
ロ 補償費
ハ 賃借料
ニ 減価償却費
ホ 固定資産除却費
ヘ 共有設備費等分担額
ト 固定資産税
チ 事業税

（参考）告示「広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその
負担の方法の基準を定める件」 （パブリック・コメント集約中）
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（参考）告示「広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその

負担の方法の基準を定める件」 （パブリック・コメント集約中）

二 「事業実施主体」とは、広域省令第十六条第三項第二号に規定する実施主体をいう。
三 「再エネ寄与率」とは、広域的な燃料費の減少及び二酸化炭素の削減により創出されると見込まれる便益のうち、再

生可能エネルギー発電設備により創出されると見込まれる便益の割合をいう。
四 「九社負担」とは、沖縄電力株式会社以外の全ての一般送配電事業者の供給区域における需要に応じて当該一般

送配電事業者がそれぞれ費用を負担することをいう。
五 「特定会社負担」とは、次条に規定する電気工作物を維持し、及び運用することにより一般送配電事業者が受けると

見込まれる利益の程度に応じて費用を負担する方法その他合理的な方法により一般送配電事業者がそれぞれ費用を
負担することをいう。

（全国調整スキームの対象となる電気工作物）
第二条 全国調整スキームの対象となる電気工作物は、一般送配電事業者の供給区域間を常時接続する電圧二十五万

ボルト以上の送電線路、交直変換設備並びに当該送電線路及び当該交直変換設備を整備し、又は更新するに際し必
要となる電気工作物（以下「会社間連系線」という。）並びに会社間連系線の整備又は更新に伴い一体的に整備し、
又は更新する電気工作物（会社間連系線を除く。以下「一体送電線等」という。）とする。

（広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法）
第三条 法第二十八条の四十七第二項第三号に規定する費用の概算額は、同項第一号の電気工作物を整備し、又は更

新することに要すると見込まれる費用に、当該電気工作物を維持し、及び運用すること（減価償却資産の耐用年数等に
関する省令（昭和四十年大蔵省令第十五号）別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数の期間内に維持し、及び運
用する場合に限る。）に要すると見込まれる費用を加えて算定するものとする。
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（広域系統整備計画の届出に係る費用の負担方法）
第四条 広域系統整備計画に基づきその届出に係る費用を負担した事業実施主体は、次の各号に掲げる費用の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める方法により、その費用を回収するものとする。
一 広域系統整備計画に定める整備又は更新をしようとする電気工作物のうち、整備し、又は更新することにより特定の者

が利益を受けるものに係る費用であり、かつ当該特定の者が当該電気工作物の整備又は更新に要する費用を負担する
ことが合理的であると認められるもの 当該特定の者から回収する方法

二 全国調整スキームの対象となる費用（以下「対象費」という。）に再エネ寄与率を乗じた額 系統設置交付金（強靱
かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和二年法律第四十九
号）第三条による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百
八号）第二十八条第一項に規定する「系統設置交付金」をいう。以下同じ。）により回収する方法

三 対象費から前号に掲げる費用を控除した費用 広域系統整備交付金、九社負担及び特定会社負担により回収する
方法（九社負担により回収する額は、特定会社負担により回収する額と同額とする。）

四 広域系統整備計画に基づきその届出に係る費用から前三号に掲げる費用を控除した費用 九社負担及び特定会社
負担により回収する方法（九社負担により回収する額は、特定会社負担により回収する額と同額とする。）

（参考）告示「広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその
負担の方法の基準を定める件」 （パブリック・コメント集約中）
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（参考）告示「広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその

負担の方法の基準を定める件」 （パブリック・コメント集約中）

附則

（施行期日）
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

（東北東京間連系線に関する特例）
第二条 推進機関が平成二十九年二月に策定した東北電力ネットワーク株式会社の供給区域と東京電力パワーグリッド株

式会社の供給区域の間を接続する会社間連系線の整備に関する計画を見直すことにより策定した広域系統整備計画に
基づき必要となる費用を負担した事業実施主体は、第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める方法により、その費用を回収するものとする。
一 当該会社間連系線を整備し、又は更新するために必要となる費用 第四条各号にそれぞれ定める方法
二 当該会社間連系線に係る一体送電線等に必要となる費用から当該費用に前号に掲げる費用に占める第四条第一

号に掲げる費用の区分の割合を乗じて得た費用を控除した費用のうち全国調整スキームの対象となる費用（以下「特
例対象費」という。）に再エネ寄与率を乗じた額 系統設置交付金により回収する方法

三 特例対象費から前号に掲げる費用を控除した費用 広域系統整備交付金及び事業実施主体の負担により回収する
方法

四 当該会社間連系線に係る一体送電線等に必要となる費用から特例対象費を控除した費用 事業実施主体の負担
により回収する方法


